
令和６年５月１５日

地方創生特別委員会

こども若者政策課

（仮称）浜松市こども計画の策定に係るアンケート調査結果について

１ 市町村こども計画の概要について 

２ （仮称）浜松市こども計画の策定に係るアンケート調査結果について 別紙
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（仮称）浜松市こども計画の策定に係るアンケート調査結果について 

こども家庭部  こども若者政策課 

１ 市町村こども計画の概要について 

（１）趣旨 

令和５年４月１日施行の「こども基本法」に基づき、令和７年３月を目途に   

市町村こども計画を策定するにあたり、こども基本法や市町村こども計画、計画

策定スケジュールについて説明するもの。 

（２）こども基本法 

令和５年４月１日、次代の社会を担うすべての子どもが将来にわたって幸福な

生活を送ることができる社会の実現を目指して「こども基本法」が施行された。

ア  こども大綱（こども基本法第９条）

こども基本法の基本的施策の一つとして、こども大綱（こども政策を総合的に

推進するため、こども施策に関する大綱）の策定が国に義務付けられた。 

こども大綱はこども施策に関する基本的な方針、重要事項を定めるものであり、

これまで別々に作られてきた「少子化社会対策大綱」「子供・若者育成支援推進大

綱」「子供の貧困対策に関する大綱」が束ねられ一元化されることとなった。 

イ  市町村子ども計画（こども基本法第 10 条）

市町村はこども大綱や県のこども計画を勘案し、こども施策についての計画策

定に努めることとされている。 

また、市町村子ども計画は、既存の各法令に基づく以下の市町村計画と一体の

ものとして作成することができる。 

・市町村子ども若者計画（子ども・若者育成支援推進法第９条） 

・子どもの貧困対策計画（子どもの貧困対策の推進に関する法律第９条） 

・次世代育成支援対策推進法に基づく市町村行動計画 

・子ども・子育て支援法に基づく子ども・子育て支援事業計画 

ウ  こども等の意見の反映（こども基本法第 11 条）

   こども施策の策定、実施、評価をするにあたっては、施策の対象となるこども

や、こどもを養育する者、その他関係者の意見を反映させるために必要な措置を

講ずることと定められている。 
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（３）スケジュール 

２（仮称）浜松市こども計画の策定に係るアンケート調査結果について(別紙参照) 

（１）子ども・子育て支援事業計画に係るニーズ調査 

（２）子どもの生活実態調査 

（３）若者支援に関するアンケート調査 

（４）少子化に関する調査

浜松市こども計画策定

パブリック・コメント

こどもの意見聴取関係

現プラン評価

地方創生特別委員会

児童福祉専門分科会

区協議会

事
務
局

10月 11月 12月 1月 2月 3月4月 5月 6月 7月 8月 9月

令和6年度

関係機関等への聴き取り

調査 点検・評価

修正・調整

総括

●こども版市長へのご意見箱専用用紙設置（4/30）

●フリーボード設置（計画策定の意見募集・4/30～6月下旬）

●骨子案説明

●骨子案説明

（9月初旬）

●調査結果報告

（5/15）

●調査結果報告

（5/16）

●ﾊﾟﾌﾞｺﾒ案説明

●ﾊﾟﾌﾞｺﾒ案説明

●ﾊﾟﾌﾞｺﾒ配付

●R5点検・評価

現ﾌﾟﾗﾝ総括

ﾊﾟﾌﾞｺﾒ結果

説明

●R5点検・評価

現ﾌﾟﾗﾝ総括

ﾊﾟﾌﾞｺﾒ結果

説明

骨子案の作成
→ 柱立て、施策体系等の検討

骨子案の修正

計画案の作成、修正 ・ﾊﾟﾌﾞｺﾒ「市の考え方」作成

・計画最終案の作成、修正

ﾊﾟﾌﾞｺﾒ案公表（12/上旬～1/上旬）

意見検討ﾊﾟﾌﾞｺﾒ準備
●検討結果、

市の考え方

公表
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（仮称）浜松市こども計画の策定に係るアンケート調査結果について 

こども家庭部 こども若者政策課 

１ 調査の概要（令和 5年度） 

調査名 (１)子ども・子育てに関するニーズ調査 (２)子どもの生活実態調査 

調査の

目的 

「（仮称）浜松市こども計画」を作成す

るにあたり、教育・保育及び子ども・子

育て支援事業に関する「現在の利用状況」

や「今後の利用希望」等を把握する 

主に「子どもの貧困対策」の施策の基礎資料と

することを目的に、家庭の経済状況や子どもの

生活状況等を把握する

調査 

期間 
令和 6年 1月 24 日～2月 13 日 令和 6年 1月 1日～1月 25 日 

調査 

対象 

・就学前児童の保護者  3,000 人 

・小学生の保護者     2,000 人 

・小学校 5年生とその保護者  2,500 世帯 

・中学校 2年生とその保護者  2,500 世帯 

・16～17 歳の児童とその保護者 2,500 世帯 

抽出 

方法 
住民基本台帳から無作為抽出 住民基本台帳から無作為抽出 

調査 

方法 

民間の事業者に委託 

対象者に調査票を郵送、回収された調査

票を集計し、「浜松市こども計画」に反

映させるため分析 

①保護者用と②子ども用の調査票を同封して

対象世帯に発送。返信用封筒により①②の調査

票を合わせて回収。保護者と子どもの回答を紐

づけて分析 

有効 

回答数 

・就学前児童保護者 1,060 件（34.3%） 

・小学生保護者     745 件（36.0%） 

【合計】           1,805 件（36.1%） 

・小学校 5年生 1,206 件 （48.2%） 

・中学校 2年生 1,058 件 （42.3%） 

※小学校5年生か中学校2年生の選択がされて

いない回答     28 件 

・16～17 歳     853 件 （34.1%） 

【合計】   3,145 件 （41.9%） 

主な 

調査 

項目 

・子育て支援施策の利用実態と評価 

・子育て環境の実態把握 

・職場の両立支援制度の利用状況 

【調査設問数】 

就学前児童保護者 78問 

就学児童保護者  37 問 

・保護者の経済状況などが子どもの生活等に 

与える影響 

・保護者が抱える困りごと 

・子どもの貧困による課題等の把握 

【調査設問数】 保護者 31 問、  

小・中 26問、16～17 歳 30 問 

（就学前児童保護者） 

・子育ての人的環境 

・保護者の就労状況 

・平日の定期的な教育・保育事業の利用

状況 

・地域の子育て支援事業の利用状況 

・平日以外の教育・保育事業の利用意向 

・職場の両立支援制度 

（就学児童保護者） 

・子育ての人的環境 

・保護者の就労状況 

・放課後児童会 

・子育て環境や支援の満足度 

（保護者） 

・自身と世帯のこと 

・お子さんの両親 

・家計の状況 

・お子さんとの関わりやお子さんの将来 

・子育ての悩みや子育て支援の制度 

（子ども） 

・自身のこと 

・健康や食事のこと 

・ふだんの生活のこと 

・学校生活や勉強、仕事のこと 

・ふだん感じていること 

（支援者（アンケートを実施）） 

・活動（支援）の内容 

・関わりのある家庭や子どもの特徴や課題  

別紙
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調査名 (３)若者支援に関するアンケート調査 (４) 少子化に関する調査 

調査の 

目的 

「（仮称）浜松市こども計画」を作成す

るにあたり、浜松市に居住または通勤・

通学する若者等の、「若者が利用できる

支援機関の認知度」及び「居場所に対す

るニーズ」を把握する 

出会いから結婚、妊娠、出産、子育てに関する

意識や関心についてのアンケート調査を実施

することで、実情を把握し、より効果的な少子

化対策の在り方と施策の検討資料として活用

する 

調査 

期間 
令和 6年 3月 10 日～3月 24 日 令和 6年 1月 17 日～2月 4日 

調査 

対象 
ＳＮＳ若者相談事業の利用者 18 歳から 49 歳までの浜松市民 4,000 人 

抽出 

方法 

ＬＩＮＥ公式アカウント「わかものライ

ン相談＠浜松市」の友だち登録者に対し

調査を依頼 

住民基本台帳から無作為抽出 

調査 

方法 

「令和５年度ＳＮＳ相談利用者アンケー

ト」（ウェブ調査）に含めて実施 

民間の事業者に委託 

対象者に調査票を郵送し、二次元コードより 

インターネット回答 

有効 

回答数 

56 件 977 件（24.4%） 

主な 

調査 

項目 

・若者が利用できる支援機関等の認知度 

・若者の居場所 

【調査設問数】11 問 

・未婚者の結婚観について 

・妊娠・出産・子育てについて 

・浜松市の子育て支援施策などについて 

【調査設問数】48 問 

・知っている支援機関等 

・居場所の有無 

（居場所「有」と回答した場合） 

・行きはじめたきっかけ、理由 

・行くようになって変わったこと 

・居場所に望むこと 

（居場所「無」と回答した場合） 

 ・居場所「無」の理由 

 ・行ってみたくなる居場所 

・結婚願望の有無 

・結婚相手に求める条件 

・結婚相手を探すときにあればよい機会 

・理想とする子供の人数と願望 

・配偶者を含めた出産の有無 

・子供をほしがらない理由 

・妊娠中に困ったことや不安感の内容 

・産後の困ったことや不安感の内容 

・子育て中の困ったことや不安感の有無 

・浜松市の子育て支援施策の評価 

・子育てがしやすい環境 

・仕事と子育て両立にあればよいと思うこと 

・市から発信される結婚や子育て支援情報を 

入手しやすい手法 

・少子化対策に有効な取組 
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２ 調査を受けた考察 

（１） 子ども・子育てに関するニーズ調査 

ニーズ調査の結果を基に、プランの主要施策である、子ども・子育て支援法で定める  

重点的に取り組む 15 事業について、以下のとおり考察する。

ア 就学前における教育・保育の提供 

NO. 事業名 内容 

1 認定こども園（２・３

号）、保育所 

・定期的に利用したいと考える事業は、「幼稚園又は認定こども園（幼稚園機能）」

が 54.3％と最も多く、「認定こども園（保育園機能）」38.3％、「保育園」32.0％

となっている。 

・「小規模保育事業」5.3％、「事業所内保育事業」2.9％、「認証保育所」2.6％、

「事業所内保育施設」1.4％などの保育機能の利用希望はいずれも前回調査と

比較して増加している。 

【考察】 

・多様なニーズに対応した、教育・保育環境の整備が求められていると推察され

る。 

認定こども園（１号）、

幼稚園

2 地域型保育事業（家庭

的保育事業、小規模保

育事業、事業所内保育

事業、居宅訪問型保育

事業）

イ 地域子ども・子育て支援事業

NO. 事業名 内容 

1 （１）基本型利用者支

援事業（保育サービス

センター） 

・利用希望調査では、浜松市子育て情報サイトぴっぴが 72.4％と前回調査の

75.6％から 3.2 ポイント減となっているが、子育てに関する情報のニーズが 

高い状況が継続している。 

【考察】 

・保護者が幅広く子育てに関する情報提供を希望している。 

・保育サービス相談員を有効活用し、適切な支援をワンストップで行う相談体制

が求められているものと推察される。 

（２）母子保健型利用

者支援事業（こども家

庭センター） 

・利用希望調査では、浜松市子育て情報サイトぴっぴが 72.4％で最も多く、親子

ひろば 46.0％、妊婦健康診査事業 44.7％の順となっている。 

【考察】 

・前回調査と比較して、子育て支援に関する事業認知度が低くなっている事業も

ある。 

・こども家庭センターにおいて、妊娠・出産から子育てまで、ライフステージに

応じた丁寧な情報提供をしていくことが重要である。 
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NO. 事業名 内容 

2 時間外保育事業 

（延長保育事業等） 

・平日の定期的な教育・保育の利用時間・利用希望時間は、「8 時間」が最も

多く 23.3％、「9時間」が 18.5％、「10時間」が 14.4％と続いている。 

・前回調査でのボリュームゾーンは「8 時間」15.7％、「6 時間」13.5％、

「7時間」13.4％であり、利用希望時間が長時間化している傾向にある。 

【考察】 

・引き続き利用者ニーズに対応していく必要がある。 

3 放課後児童健全育成事

業 

・就学前児童保護者を対象とした利用希望調査では、小学校低学年（1～3年生）

の希望は 48.9％と前回調査より 9.7 ポイント増加、小学校高学年（4～6年生）

の希望は 17.6％と前回調査より 4.5 ポイント減少した。 

・就学児童保護者のうち、放課後児童会を利用していない保護者においても、平

日週 4日以上の利用希望が 5.0％、平日週 1～3日の利用希望が 8.0％あった。 

【考察】 

・保育ニーズの増加が放課後児童会の利用希望増加に繋がるものと考えられる。 

・放課後の子供の居場所づくりについては潜在的な利用希望も考慮した中で対応

する必要がある。 

4 子育て短期支援事業 ・保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の育児疲れや育児不安、病気など）に

より、泊りがけで子供を家族以外に預ける必要について、「ある（利用したい）」

が 10.5%と前回に比べて 4.6 ポイント減少している一方で、利用したい場合の

理由として「保護者の家族の育児疲れ・不安」が 71.3%で最も多く、続いて「保

護者や家族の病気」が 67.6%となっている。 

・必要な泊数は 7泊以内が 7割以上である一方、8泊以上の長期利用の希望もあ

る。 

【考察】 

・引き続き利用者ニーズに対応していく必要がある。 

5 乳児家庭全戸訪問事業 ・ニーズ調査に含まれない事業であるが、引き続き全戸訪問を目標として必要な

量の確保に努める。 

6 （１）養育支援訪問事

業 

・ニーズ調査に含まれない事業であるが、適切な養育訪問支援員の確保に努める。 

（２）子どもを守るネ

ットワーク機能強化事

業 

・ニーズ調査に含まれない事業であるが、現状を踏まえ引き続きネットワーク 

機能強化に努める。 

7 地域子育て支援拠点事

業 

・利用希望調査では「新たに利用したり、利用日数を増やしたいとは思わない」

が 61.9％と最も多く、前回に比べ 3.1 ポイント増加している。 

【考察】 

・保育園等の入所率の上昇に伴い、ニーズ量は落ち着いてきていると考える。 

・今後は、メニューを充実し利用者のニーズに応えていく。 
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NO. 事業名 内容 

8 （１）一般型・余裕活

用型一時預かり事業 

・利用状況調査では「利用していない」が 86.0％と最も多く、前回調査の 83.0％

から 3ポイント増加しており、その理由として「特に利用する必要がない」が

70.1％と最も多く、前回調査の 65.7％から 4.4 ポイント増加している。 

・利用希望調査では、「利用したいと思う」が 43.9％と前回調査の 39.4％から

4.5 ポイント増加しており、利用目的は、「私用、リフレッシュ目的」が 84.3％

と最も多く、前回調査の 60.1％から 24.2 ポイント増加している。 

【考察】 

・保育所の整備を進め、入所児童数が増加していることから、就労理由による利

用ニーズは減少しているが、私用やリフレッシュ目的での一定のニーズは継続

すると推察される。

（２）幼稚園型一時預

かり事業 

・利用状況調査では「定期的利用」7.7％と「不定期利用」8.1％を合わせて 15.8％

であり、前回調査の「定期的利用」5.6％と「不定期利用」10.4％を合わせた

16.0％とほぼ同率であった。 

・利用希望調査でも「定期的な利用希望」20.2％は前回調査の 22.2％から 2ポイ

ント減少しているものの大きな変化はない。 

【考察】 

・今後も一定のニーズは継続すると推察される。 

9 病児保育事業 ・利用希望調査では「できれば利用したい」が 36.0％で前回調査の 34.9％から

1.1 ポイント増加し、「利用したいと思わない」が 62.4％で前回調査の 64.5％

から 2.1 ポイント減少している。 

【考察】 

・今後も、ニーズは微増していくと推察される。 

10 子育て援助活動支援事

業（ファミリー・サポ

ート・センター事業） 

・利用状況調査では、幼稚園の一時預かり 8.1％（前回 10.4％）や一時預かり

（一時保育）4.0％（前回 3.4％）と比べると、ファミリー・サポート・センタ

ーは 0.7％（前回 0.7％）と低い傾向にある。 

【考察】 

・他の事業に比べ利用状況が低いのは、サービスを提供する会員が少ないことが

要因のひとつと推察されるため、今後も会員確保に努めていく必要がある。 

11 妊婦健康診査事業 ・ニーズ調査に含まれない事業であるが、実績をもとに必要な量の確保に努めて

いく。 

12 実費徴収に係る補足給

付を行う事業 

・ニーズ調査に含まれない事業であるが、現状を踏まえ適切に事業を推進して 

いく。 

13 多様な事業者の参入促

進・能力活用事業 

・ニーズ調査に含まれない事業であるが、現状を踏まえ適切に事業を推進して 

いく。 

＜自由意見＞ 以下の内容について意見が寄せられた（子どもからの意見）。   

内容 件数 内容 件数 内容 件数 

遊び場や居場所 68 通学や通学路 18 部活 8 

学校生活 41 放課後児童会 14 その他 32 

学校施設 18 学校給食 11 
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（２） 子どもの生活実態調査 

世帯の経済状況（生活困窮群･困窮予備群･一般群）や世帯の構成状況（ひとり親群・

ふたり親群）により、子どもの生活状況にどのような影響が生じているかを把握す

るため、保護者用調査と子ども用調査を紐づけて分析を行った。また、各調査票の

末尾に市政に対する自由意見欄を設け、保護者・子どもからの意見の把握を行った。 

ア 子どもの状況 

分類 内容 

学習・教育 

・小 5、中 2の「授業の理解度」は、困窮度が高いほど「わかる」と回答する割合が低い。 

・世帯構成別にみると、ふたり親世帯では 60.7％が「わかる」と回答したのに対し、ひとり

親世帯では 41.6％と 19.1 ポイントの差が見られたが、16～17 歳では理解度の傾向に大き

な差は見られなかった。 

・16～17 歳の子どもの「だれかに相談したいこと」では、「進学・進路のこと」が 31.3％と

高くなっており、他の項目と比べ突出している。 

【考察】 

・小学校や中学校は、様々な家庭の子どもで構成されいる一方、高校（16～17 歳）では入学

の際に進学先を選択できるため、理解度の差が少ないと推察されるが、16～17 歳で「進学・

進路のこと」を悩んでいることから、相談できる体制整備が求められる。 

健康・ 

生活習慣 

・体調が悪い時に「すぐに病院に行く」や「薬を飲んだり使ったりする」の割合に、家庭状

況による大きな差は見られないが、困窮群やひとり親群では、朝食の欠食の多さや就寝時

間の遅さ、遅刻を経験した割合が高い傾向がみられる。 

【考察】 

・医療機関への受診に大きな差がみられなかったことは、医療費助成が一定の効果を果たし

ていると考えられ、子どもへの健康への支援は継続して実施することが必要と考える。 

・生活習慣に関しては助言できる環境整備が必要であるが、家庭内の考え方や保護者の生活

サイクルも影響していると考えられ、行政による関与が難しい面がある。 

社会性・ 

将来の自立 

・「がんばれば良いことがあると思うか」の設問では、小中は困窮判定別で差がないのに対し、

16～17 歳では、全体で「あまり思わない」「思わない」を合わせて 13.9％であるところ、

困窮群のみでは 24.3％と高い割合であった。 

【考察】 

・年齢が上がるにつれ思い通りにいかない経験をし、将来への希望を持てない子どもがいる

ことは課題である。 

・家庭の経済的状況の影響が少なくなるよう考慮しなくてはならない。 

勤労状況 

(16～17 歳 

のみ)

・10％ほどの子どもが就労していると回答があり、稼いだお金の用途は｢友達と遊ぶ費用｣ 

｢趣味のための費用｣が高く、｢家計の足し｣｢進学のための費用｣などは 10％未満となった。 

【考察】 

・結果からは子どもの家計に対する負担の割合が低く出ているが、16～17 歳の回答率が低い

ため、本調査へ回答する時間の確保や回答への家族の理解を得にくい状況があると推察さ

れ、すべての実態は把握できていないことに注意が必要である。

＜自由意見＞ 以下の内容について意見が寄せられた。

（小 5・中 2の子ども）    （16～17 歳の子ども）   

内容 件数 内容 件数  内容 件数 内容 件数 

施設 195 浜松市について 64  自習室、居場所 77 お金 19 

学校 184 通学路、交通手段 43  施設 60 先生 8 

お金 139 いじめ 38  通学路、交通手段 60 環境、防犯、防災 5 

環境、防犯、防災 102 先生 36  浜松市について 47 その他 52 

夢、進学、職業 98 学習支援 26  進学、職業 32   

子どもの居場所 69 その他 289  学校 21   
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イ 保護者の状況 

分類 内容 

家庭の経済

的困窮の状

況 

・過去 1 年間で「生活費が不足して、親族や金融機関からお金を借りた」経験があると答え

た保護者は、小中では 5.3％、16～17 歳では 7.0％いた。 

・小 5・中 2の保護者では、子どもの将来のために「貯蓄したいが、できていない」と答えた

割合が、全体では 28.8％であったのに対し、困窮群（61.1％）、予備群（56.3％）、ひとり

親群（55.6％）では高い傾向にある。 

・子どもにお小遣いを渡すこと、習い事や学習塾の利用が「経済的にできない」と答えた

保護者の割合も同様の傾向が見られた。 

【考察】 

・生活費の不足から、子どもへの支出ができない状況があり、手当による支給だけでなく、

子どもへの直接的支援として、習い事支援等で貧困対策を講ずる必要がある。 

就労と子育

ての両立 

・困窮群で「複数の仕事をしている」、「休職中」の割合が高く、「正社員・正規社員」の割合

が低い傾向にあり、母親の帰宅時間については、ふたり親の場合「18 時より前」の割合が

高いが、ひとり親の場合、帰宅時間が遅くなる傾向が見られる。 

【考察】 

・帰宅時間に表れているとおり、ふたり親群では、主に母親は子育てを優先して仕事量を調

整していると推測される。 

・ひとり親群では、雇用形態･帰宅時間などから、困窮しないために子育てより就労を優先せ

ざるを得ない傾向がみられ、両立への支援や親不在時の子どものケアが必要である。 

保護者の孤

立・悩み 

支援・サー

ビスの活用

状況 

・「身近な相談相手がいるか」の設問では、困窮するほど「いない」と答える割合が高く、

孤立していることが伺える。 

・保護者が抱える子どもに関する悩みとしては、どの年代でも、どの困窮判定別でも「進学・

進路」の割合が高く、各種支援制度については、「利用の手続きがわからない」や「制度を

知らない」の割合が 10％を超えるものがあった。 

【考察】 

・孤立を防ぐため、相談窓口などの支援制度の周知強化が必要である。 

・学習面での相談支援の実施に合わせ、奨学金や就学資金等の貸付制度の充実が求められて

いると推察される。 

居場所等に

対するニー

ズ 

・居場所の利用ニーズは困窮群で高く、特に学習支援への期待が高い。 

・小中と 16～17 歳を比較すると、場所だけの提供に小中が 33.5％のニーズがあるのに対し、

16～17 歳は 15.4％と 18.1 ポイント低く、年代により居場所等への期待の種類が違うこと

がわかる。 

【考察】 

・小 5・中 2 では大人の目が届く子どもの居場所として期待が大きいのに対し、16～17 歳で

は、困窮する世帯が居場所の提供だけでなく、食事や学習指導、食料品の提供を求めて

おり、年代ごとにニーズを踏まえた支援を検討する必要がある。 

＜自由意見＞ 以下の内容について意見が寄せられた。

（小５・中２の保護者）    （16～17 歳の保護者）   

内容 件数 内容 件数  内容 件数 内容 件数 

子育て支援全般 162 相談支援 31  子育て支援全般 70 児童手当 7 

教育費 129 施設 28  教育費 42 ひとり親 5 

学校、教育 127 学童保育等 26  学校、教育 29 安心安全な地域 4 

子どもの居場所 67 ひとり親 25  相談支援 21 施設 4 

医療費 49 安心安全な地域 24  子どもの居場所 15 学習支援 3 

家庭環境等 46 児童手当 14  医療費 11 いじめ 1 

不登校、障がい 45 いじめ 4  家庭環境等 10 その他 62 

学習支援 34 その他 133  不登校、障がい 10   
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（３） 若者支援に関するアンケート調査 

若者が利用できる支援機関の認知度及び居場所に対するニーズの把握を行った。

分類 内容 

若者が利用

できる支援

機関等の認

知度 

・若者が利用できる各種支援機関は、若者の SOS を受け止める場として有用であり、若者自

身への周知が持続的に図られていることが重要である。 

・SNS 相談の利用を望む若者を対象に絞って行った本調査では、若者が利用できる支援機関等

を「どれも知らない」と回答した若者の割合は 30.4％に上り、全国調査（※1）における同

割合より 15 ポイント上回った。 

【考察】 

・相談を望む若者が相談窓口を認知していない状況への対策として、若者の悩みに柔軟に応

じる場を構築し、必要な支援につなげていく伴走体制の整備が必要と考える。 

居場所に対

するニーズ 

・本調査において、家（普段寝起きをしている場所）以外にここに居たいと感じる場所が  

「ある」と回答した若者は 48.2％で、全国調査（※2）における同割合を 13.4 ポイント

下回った。 

・ここに居たいと感じる場所が「ない」と回答した若者（51.8％）はその理由として、「そ

ういった場所の情報がない、存在を知らない」（44.8％）、「安心できる人、知っている

人がいない」（37.9％）を挙げた。 

【考察】 

・若者が安全で安心して過ごせる場は、そこで過ごす時間、出会う人など全てが次の一歩を

踏み出すための成長の糧となり得る場であることが望ましい。 

・若者がここに居たいと思える居場所づくりが急務であるが、その場を居場所と感じるか  

どうかは若者本人が決めるものであり、若者一人一人に寄り添い、その主体性を大切に  

して多様な居場所を展開していくことが必要と考える。 

※1…こども・若者の意識と生活に関する調査（令和 5年 3月）内閣府政策統括官（政策調整担当） 
調査対象：15歳～39歳 

※2…こどもの居場所づくりに関する調査研究報告書（令和 5年 3月）内閣官房こども家庭庁設立準備室  
調査対象：おおむね 30歳まで（※13歳～30 歳の結果を比較対象として抜粋）
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（４） 少子化に関する調査 

より効果的な少子化対策のため、出会いから結婚、妊娠、出産、子育てに関して     

調査、分析を行った。 

ア 未婚者の結婚観について 

分類 内容 

結婚願望 

・結婚願望の割合は、「したいと思っている」（36.4％）、と「できればしたいと思ってい

る」（43.0％）を合わせると 79.4％で、令和 3年の前回調査より 10.7 ポイント増加して

いる。 

【考察】 

・結婚願望があるにもかかわらず、希望する結婚がかなっていない方たちには、個人のニー

ズに対応した支援が必要と考える。 

結婚への不

安感 

・結婚願望がある方で、結婚に対する不安なことは、「経済的な不安」（64.4％）が最も多

く、次いで「パートナーとの相性」（53.0％）、「仕事と家庭の両立」（46.3％）、「子

育てに対する負担感」（40.9％）の順となっている。 

・女性に比べ男性は、経済的な不安の割合が高く、女性は仕事と家庭の両立や子育てに対す

る負担感の割合が高い。 

【考察】 

・収入や雇用が安定しない非正規の雇用形態や、近年の物価高の影響により、経済的な不安

が結婚を躊躇する要因の一つとなっていると推察される。 

・女性は、結婚や出産によりキャリアが分断されてしまうことや、子育てが女性に偏る状況

を解消しなければ、女性の結婚への不安感を払拭することは難しい。 

イ 妊娠・出産・子育てについて 

分類 内容 

理想とする

子供の人数 

・理想とする子供の人数は「2人」が 51.9％で最も多く、以下「3人」（25.9％）、「1人」

（6.2％）の順で、「0人」は 5.7％であった。 

・こどもを欲しがらない人は、29歳以下で 9.5％と、他の年代より高い。 

・理想の人数が叶わない理由は、「子育てや教育にお金がかかりすぎる」が 50.8％で半数

を占め、「年齢が高いから」が 34.7％となっている。 

【考察】 

・子育て家庭が負担感を抱えている現状から、若い世代が結婚や子育てにネガティブなイメ

ージを持っていると推察される。 

・結婚に対する不安と同様に、子育てに対しても経済的な不安が子どもをあきらめる理由に

ならないよう、経済的な支援が必要である。 

・年齢が高いことが理由で子どもをあきらめることがないよう、晩婚化への対策が必要であ

る。 
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子育て中の

困ったこと

や不安感 

・女性で、子育て中に困りごとや不安をいつも感じた人の割合は 26.9％で、男性より 5.1

ポイント高い。 

・困りごとや不安の内容は、「子供の発育や発達」が 49.2％で最も高く、次いで「自分の

時間がとれない」（46.6％）、「リフレッシュしたいときに預けられない」（39.8％）で

あった。 

【考察】 

・女性の困りごとや不安感を解消できるように、固定的な性別役割分担意識を無くし、男性

が積極的に家事や育児に参加できる環境を整える必要がある。 

・核家族化が進行し、親の負担感が増えるとともに、子育ての孤立感から「子供の発育や発

達」に不安感を持つ家庭が多く、時間的な余裕もないと推察される。 

・身近な場所でサポートを受けることができ、全ての子育て家庭が安心してこどもを産み育

てられ、自己実現ができる環境が求められている。 

ウ 浜松市の子育て支援施策などについて 

分類 内容 

子育て支援

施策への評

価 

・浜松市の子育て支援施策により子育てがしやすくなったと「思う」（12.3％）と、「どち

らかというと思う」（49.9％）を合わせた評価している人の割合は 62.2％であった。 

【考察】 

・本市においても様々な子育て支援策を実施しており、他都市より充実した施策があるが、

全ての子育て家庭が情報を把握しているわけではない。 

・制度があっても使われない状況を回避し、支援を必要としている方にサービスを届けるた

めには、情報発信や広報活動に力を入れていく必要がある。 
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